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板橋区ブロック塀等撤去工事及び新設工事助成要綱（以下「要綱」という）を適正に運用する

ために、下記のとおり定める。 

要綱条項 内容 運用細目 

 

第３条 

 

助成対象者 

・ブロック塀等を所有する者が助成対象とな

り、所有者の確認を行うものとする。所有者

が複数存する場合には全ての所有者について

確認を行う。 

・フェンス等新設工事助成を受ける場合、敷地

の所有者が助成対象者と異なる場合は、当該

所有者の確認を行うものとする。 

 

第４条 

 

助成金の交付対象 

・原則として、助成対象となるのは全て撤去 

（基礎を含む）の場合のみとする。 

・新設助成を申請するためには、必ず、撤去助

成を伴うものとする。ただし、撤去助成のみ

の申請は可能である。 

・第 1 項第３号における区長が特に必要がある

と認めてものとして、道路に準ずる区が管理

するものに面するかつ、第１号、第２号に示

す高さ要件に該当するものを認める。 

第５条 助成金の額 
・角地の定義については、道路が交わる角敷地

の隅角が 120 度未満のものとする。 

第 10 条 助成金の交付申請及び実績報告 

・別表４、共通、④その他区長が必要と認める

資料として助成金の対象となる工事の契約日

を示す資料を求めるものとする。 

・上記契約日を示す資料とは契約書の写し又は

注文書・請書の写し、これらと同様の内容が

記載された資料とする。 

第２条 
撤去対象とするブロック塀等の

適用除外について 

・危険であるブロック塀等と連続していない

危険性が低い塀を残す場合で、建築基準法

施行令第 61 条及び第 62 条の 8 の基準を満

たしていない塀は、この基準に準拠するよ

う計画し、助成対象行為完了までに補強等

工事を行うこと。 

第 6条、 

第 10 条、 

第 12 条 

委任払いに必要な書類、手続き

について 

・第 6 条助成対象の承認申請時に必要な書類

を、別表 3 の⑥として委任払い承諾書を求

め、申請者と事業者間の委任払いに係る意思

を確認する。 



・第 10 条助成金の交付申請及び実績報告時に

別表 4 の③により、領収書の額と助成額の合

算が、助成対象工事に要した費用と一致して

いることを確認する。 

・第 12 条第 1 項の「支払金口座振替依頼書」

を「委任状兼支払金口座振替依頼書」と読み

替え、助成金受領権が申請者から事業者に委

任されていることを確認する。 

 

別表 

様式 

様式 

番号 
名    称 要 綱 条 文 

１ 助成対象承認申請書 第６条第１項 

２ 助成対象承認通知書 第６条第２項 

３ 助成対象不承認通知書 第６条第２項 

４ 助成対象変更承認申請書 第８条第１項 

５ 助成対象変更承認通知書 第８条第２項 

６ 助成対象変更不承認通知書 第８条第２項 

７ 助成対象承認取消願 第９条第１項 

８ 助成対象承認取消通知書 第９条第２項 

９ 助成金交付申請書 第 10 条第１項 

10 実績報告書 第 10 条第１項 

11 
助成金交付決定兼交付額確定通

知書 
第 11 条第 1 項 

12 助成金不交付決定通知書 第 11 条第４項 

13 助成金交付請求書 第 12 条第１項 

14 助成金交付決定取消通知書 第 13 条 

15 申立書 別表３ 

15 の２ 申立書兼同意書 別表３ 

 



第１号様式 

 

助成対象承認申請書 

 

年  月  日 

 

（宛先）板橋区長 

 

住  所 

申請者（代表者） 氏  名           

電話番号 

 

下記のとおり助成対象工事を行いますので、板橋区ブロック塀等撤去工事及び新設工事助成金

交付要綱第６条の規定により、助成対象の承認を申請します。 

 

記 

 

１ 施工箇所（住居表示）       板橋区         丁目    番    号 

 

２ 申請金額（撤去及び新設）                                 円 

(1,000 円未満切捨て) 

                        （助成金額詳細は別紙助成金額計算書の通り） 

 

３ 助成対象工事             □ブロック塀等の撤去工事 

□フェンス等の新設工事 

□木塀設置工事 

 

４ 助成対象工事予定時期  着手：      年   月   日 

                         完了：      年   月   日 



第２号様式 

 

助成金対象承認通知書 

 

第     号 

年  月  日 

          様 

 

板橋区長          

 

     年  月  日付けで申請のあった助成対象の承認申請については、板橋区ブロック塀等撤

去工事及び新設工事助成金交付要綱第６条第２項の規定により、下記のとおり助成の対象となるこ

とを承認したので通知します。 

 

記 

 

１ 施工箇所（住居表示）      板橋区    丁目    番    号 

 

２ 交付予定金額            

 

３ 支払方法 口座振込とする。 

 

４ 承認条件 板橋区ブロック塀等撤去工事及び新設工事費助成金交付要綱を遵守すること。 



第３号様式 

 

助成対象不承認通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

板橋区長          

 

     年  月  日付けで申請のあった助成金の承認申請については、板橋区ブロック塀等撤去

工事及び新設工事助成金交付要綱第６条第２項の規定により、下記の理由により不承認としたので

通知します。 

 

記 

 

１ 施工箇所（住居表示）   板橋区    丁目   番   号 

 

２ 不承認理由 



第４号様式 

 

助成対象変更承認申請書 
 

年  月  日 

 

（宛先）板橋区長  

 

住  所 

申請者（代表者） 氏  名           

電話番号 

 

     年  月  日付け    第   号により承認を受けたり助成対象工事について、下記の

通り変更を行うため、板橋区ブロック塀等撤去工事及び新設工事助成金交付要綱第８条の規定によ

り、変更を申請します。 

 

記 

 

１ 施工箇所（住居表示）        板橋区         丁目    番    号 

 

２ 申請金額（撤去及び新設）    変更前                        円 

変更後                        円 

(1,000 円未満切捨て) 

（助成金額詳細は別紙助成金額計算書の通り） 

 

３ 変更内容                

 

 

４ 変更理由                



第５号様式 

 

助成対象変更承認通知書 

 

第     号 

年  月  日 

          様 

 

板橋区長          

 

     年  月  日付けで申請のあった助成対象の変更承認申請については、板橋区ブロック塀

等撤去工事及び新設工事助成金交付要綱第８条第２項の規定により、下記のとおり助成の対象とな

ることを承認したので通知します。 

 

記 

 

１ 施工箇所（住居表示）      板橋区    丁目    番    号 

 

２ 交付予定金額           

 

３ 変更内容 



第６号様式 

 

助成対象変更不承認通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

板橋区長          

 

     年  月  日付けで申請のあった助成対象の変更承認申請については、板橋区ブロック塀

等撤去工事及び新設工事助成金交付要綱第８条第２項の規定により、下記の理由により不承認とし

たので通知します。 

 

記 

 

１ 施工箇所（住居表示）   板橋区    丁目   番   号 

 

２ 変更内容 

 

３ 不承認理由 



第７号様式 

 

助成対象承認取消申請書 
 

年  月  日 

 

（宛先）板橋区長  

 

住  所 

申請者（代表者） 氏  名           

電話番号 

 

ブロック塀等撤去工事及び新設工事について、助成対象の承認を申請したが、板橋区ブロック塀

等撤去工事及び新設工事助成金交付要綱第９条の規定により、下記のとおり助成対象承認の取り

消しを願います。 

 

記 

 

１ 施工箇所（住居表示）   板橋区         丁目    番    号 

 

２ 承認通知番号              年   月   日付け       第   号 

 

３ 取消しの内容 

 

４ 取消しの理由 



第８号様式 

 

助成対象承認取消通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

板橋区長          

 

板橋区ブロック塀等撤去工事及び新設工事助成金交付要綱第９条第２項の規定により、下記のと

おり助成対象を取り消したので通知します。 

 

記 

 

１ 施工箇所（住居表示）    板橋区      丁目    番    号 

 

２ 承認通知番号           年  月  日付け       第   号 

 

３ 取消しの内容 

 

４ 取消しの理由 



第９号様式 

 

助成金交付申請書 

 

年  月  日 

 

（宛先）板橋区長  

 

住  所 

申請者（代表者） 氏  名           

電話番号 

 

下記のとおり助成対象工事が完了したので、板橋区ブロック塀等撤去工事及び新設工事助成金

交付要綱第１0 条の規定により、助成金の交付を申請します。 

 

記 

 

１ 施工箇所（住居表示）    板橋区      丁目    番    号 

 

２ 承認通知番号           年  月  日付け       第   号 

 

３ 工事内容            助成対象承認申請のとおり 

 

４ 軽微な変更          有   ・   無 

 

５ 変更内容 

  ※３有の場合 



第１０号様式 

 

実績報告書 

 

年  月  日 

 

（宛先）板橋区長  

 

住  所 

申請者（代表者） 氏  名           

電話番号 

 

下記のとおり助成対象工事が完了したので、板橋区ブロック塀等撤去工事及び新設工事助成金

交付要綱第１0 条の規定により、実績報告書を提出します。 

 

記 

 

１ 施工箇所（住居表示）    板橋区      丁目    番    号 

 

２ 助成金に係る収支計算   収支計算書のとおり 



第１１号様式 

 

助成金交付決定兼交付額確定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

板橋区長          

 

     年  月  日付け      第    号  により承認を行った助成対象工事について、審

査を行った結果、板橋区ブロック塀等撤去工事及び新設工事助成金交付要綱の要件に適語すると

認められたため、当要綱第１１条の規定により、下記のとおり交付を決定し、額を確定したことを通知

します。 

 

記 

 

１ 施工箇所（住居表示）    板橋区      丁目    番    号 

 

２ 助成金額             

 

３ 支払方法              口座振込とする。 



第１２号様式 

 

助成対象不交付決定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

板橋区長          

 

     年  月  日付けで申請のあった助成金の交付申請については、板橋区ブロック塀等撤去

工事及び新設工事助成金交付要綱第１１条第４項の規定により、下記の理由により不交付を決定し

たので通知します。 

 

記 

 

１ 施工箇所（住居表示）   板橋区    丁目   番   号 

 

２ 不交付決定理由 



第１３号様式 

 

助成金交付請求書 

 

年  月  日 

 

（宛先）板橋区長  

 

住  所 

申請者（代表者） 氏  名 

電話番号 

 

ブロック塀等撤去工事及び新設工事に係る助成金について、板橋区ブロック塀等撤去工事及び

新設工事助成金交付要綱第１２条の規定により、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 施工箇所（住居表示）           板橋区        丁目    番    号 

 

２ 交付請求金額                                           円 

 

３ 額確定通知番号              年  月  日付け    第    号    

 

４ 添付書類                 支払金口座振替依頼書 



第１４号様式 

 

助成金交付決定取消通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

板橋区長          

 

板橋区ブロック塀等撤去工事及び新設工事助成金交付要綱第１３条の規定により、下記のとおり

助成金の交付決定を取り消したので通知します。 

 

記 

 

１ 施工箇所（住居表示）    板橋区      丁目    番    号 

 

２ 交付決定番号           年  月  日付け       第   号 

 

３ 取消しの内容 

 

４ 取消しの理由 



第１５号様式 

 

申立書 (申請者) 

 

  年 月 日 

 

板橋区長 

 

申請者 住所 

 

      氏名 

 

 

下記のブロック塀等の所有者であることに相違ありません。 

又、当該ブロック塀等の撤去及び新設工事にかかる助成に関し、他の助成を受けません。 

 

 

記 

 

 

1 ブロック塀等の所在     板橋区 

 

 

2 ブロック塀等の種類      

 

 

3 ブロック塀等の高さ              ｍ 

 

 

4 ブロック塀等の所有の種類  単独 ・ 共有 

 

 

 

 

 

（注） 申立書の内容について、虚偽があることが判明した場合には申請者が一切の責任を負うこと

とする。 



第１５号の２様式 

 

申立書 兼 同意書 (申請者以外の所有者) 

 

  年 月 日 

 

板橋区長 

 

所有者 住所 

 

      氏名 

 

 

下記のブロック塀等の所有者であることに相違ありません。 

又、当該ブロック塀等の撤去及び新設工事に関し、下記の申請者が工事を行い、板橋区ブロック

塀等撤去工事及び新設工事助成を受けることに同意します。 

 

 

記 

 

 

1 ブロック塀等の所在     板橋区 

 

 

2 ブロック塀等の種類      

 

 

3 ブロック塀等の高さ              ｍ 

 

 

4 ブロック塀等の所有の種類  共有 

 

 

5 申請者氏名          

 

 

6 申請者との関係        

 

 

 

 

（注） 申立書の内容について、虚偽があることが判明した場合には申請者が一切の責任を負うこと

とする。 


